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(57)【要約】
【課題】観察対象野の蛍光区域を識別するための改善さ
れた蛍光手術用実体顕微鏡を提供する。特には、反射さ
れた背景照明と蛍光区域の発光光との間のコントラスト
の変更を可能にする蛍光手術用実体顕微鏡を提示する。
【解決手段】観察対象野（７）を励起波長領域（Ｅ）内
の光で照射する第１照明装置（２）を含む、観察対象野
（７）内の観察対象の蛍光区域を識別及び処置するため
の蛍光手術用実体顕微鏡（１）が提供される。更に蛍光
手術用実体顕微鏡（１）は、観察対象野（７）によりも
たらされた反射光及び発光光を案内するための観察光線
路（２１）と、励起波長領域（Ｅ）内及び蛍光波長領域
（Ｆ）内において透過性である、観察光線路（２１）内
の第１観察フィルタ（９）とを含んでいる。本発明に従
い、観察光線路（２１）内には補助的に励起波長領域（
Ｅ）内の制御可能な減衰のための手段（１０ａ～１０ｃ
）が配設されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観察対象野（７）内の観察対象の蛍光区域を識別するための蛍光手術用実体顕微鏡（１
）であって、該蛍光手術用実体顕微鏡は、
－　励起稼動状態では前記観察対象野（７）を、少なくとも１つの照明光線路（２０、２
２）を介して励起波長領域（Ｅ）内の光で照射し、手術稼動状態では前記観察対象野（７
）を、前記少なくとも１つの照明光線路（２０、２２）を介して照明波長領域内の光で照
射する第１照明装置（２）と、
－　前記観察対象野（７）によりもたらされた反射光及び発光光を案内するための観察光
線路（２１）と、
－　前記励起波長領域（Ｅ）内及び発光波長領域（Ｆ）内において透過性である、前記観
察光線路（２１）内の第１観察フィルタ（９）と
を含んで構成されること、
　前記観察光線路（２１）内に選択的に配設可能な少なくとも１つの第２観察フィルタ（
１０ａ～１０ｃ）が設けられており、該第２観察フィルタは、観察者に対する前記励起波
長領域（Ｅ）内の可視光を制御可能に減衰するため及び／又は制御可能にスペクトル変更
するように少なくとも部分的に吸収性であり、更に該第２観察フィルタは、前記発光光（
Ｆ）に対して完全に透過性であること
　を特徴とする蛍光手術用実体顕微鏡。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの第２観察フィルタ（１０ａ～１０ｃ）には、択一的に又は追加的
にオン作動可能な少なくとも１つの補助的な観察フィルタ（１０ｂ、１０ｃ）が付設され
ており、該補助的な観察フィルタは、前記励起波長領域（Ｅ）内に光に対し、前述の第２
観察フィルタ（１０ａ）と同じ又は異なる吸収特性をもち、少なくとも部分的に吸収性で
あること
　を特徴とする、請求項１に記載の蛍光手術用実体顕微鏡。
【請求項３】
　選択的に挿入可能な複数の補助的な観察フィルタ（１０ａ～１０ｃ）が設けられており
、該補助的な観察フィルタは、前記励起波長領域（Ｅ）内において互いに相対的に各々異
なる光透過特性（Ｄａ～Ｄｃ）を有すること
　を特徴とする、請求項２に記載の蛍光手術用実体顕微鏡。
【請求項４】
　選択的に挿入可能な複数の補助的な観察フィルタ（１０ａ～１０ｃ）が設けられており
、該補助的な観察フィルタは、前記励起波長領域（Ｅ）内において同じ光透過特性（Ｄｄ
）を有し、付加的にオン作動可能であること
　を特徴とする、請求項１又は２に記載の蛍光手術用実体顕微鏡。
【請求項５】
　少なくとも１つの励起フィルタ（３）が前記照明光線路（２０、２２）の少なくとも１
つに設けられており、該励起フィルタは、前記励起波長領域（Ｅ）内において透過性であ
るが、前記発光波長領域（Ｆ）内においては吸収性であること
　を特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の蛍光手術用実体顕微鏡。
【請求項６】
　前記励起フィルタ（３）はハイパス特性／ローパス特性を、それに対して前記少なくと
も１つの第２観察フィルタ（１０ａ～１０ｃ）はローパス特性／ハイパス特性を有するこ
と
　を特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の蛍光手術用実体顕微鏡。
【請求項７】
　前記第１観察フィルタ（９）は干渉フィルタとして形成されており、前記少なくとも１
つの第２観察フィルタ（１０ａ～１０ｃ）は、材料において着色された色ガラスフィルタ
又は色プラスチックフィルタとして形成されていること
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　を特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の蛍光手術用実体顕微鏡。
【請求項８】
　前記第１照明装置（２）に対し、該第１照明装置（２）とは異なって外れている及び／
又はより幅広である第２波長領域を出射する第２照明装置（１２）がオン作動可能である
こと、又は該第２照明装置（１２）は前記第１照明装置（２）に対して択一的にスイッチ
オン可能であること
　を特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載の蛍光手術用実体顕微鏡。
【請求項９】
－　前記励起波長領域（Ｅ）内における反射された光部分と前記発光波長領域（Ｆ）内に
おける発光された光部分との間のコントラストについて、観察対象野（７）から画像セン
サ（１１）上で受信された光を自動的に評価するためのビデオ支援式画像処理手段（４０
０）と、
－　電子的に設定可能なコントラストが達成されるように、前記少なくとも１つの第２観
察フィルタ（１０ａ～１０ｃ）ないし前記補助的な観察フィルタ（１０ａ～１０ｃ）を制
御するための制御手段（１００、２００）とが設けられていること
　を特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載の蛍光手術用実体顕微鏡。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの第２観察フィルタ（１０ａ～１０ｃ）に関して選択された設定内
容が、記憶ユニット（３００）内において記憶可能であり、再び呼び出し可能であること
　を特徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載の蛍光手術用実体顕微鏡。
【請求項１１】
　前記第１照明装置（２）及び前記第２照明装置（１２）には、選択的に、各々の励起フ
ィルタ（３）が後置可能であること
　を特徴とする、請求項１～１０のいずれか一項に記載の蛍光手術用実体顕微鏡。
【請求項１２】
　前記第１照明装置（２）及び前記第２照明装置（１２）には、択一的に、前記励起フィ
ルタ（３）に対し、全体的に最適化された白色光照明を提供するための各々異なる照明フ
ィルタが後置可能であること
　を特徴とする、請求項１１に記載の蛍光手術用実体顕微鏡。
【請求項１３】
　前記励起フィルタ（３）、前記照明フィルタ、及び前記観察フィルタ（９、１０）は、
駆動ユニット（１００）を用いて電気機械式で各々の前記光線路（２０、２１、２２）に
対して着脱可能であること、及び、当該電子機械機構の制御のために制御ユニット（２０
０）が設けられており、該制御ユニット（２００）は、入力ユニット（３００）を介して
プログラミング可能であること
　を特徴とする、請求項１～１２のいずれか一項に記載の蛍光手術用実体顕微鏡。
【請求項１４】
　前記第１照明装置（２）及び前記第２照明装置（１２）は該蛍光手術用実体顕微鏡（１
）から離間して配設されており、該蛍光手術用実体顕微鏡（１）とは各々の光導波路を用
いて接続されており、該光導波路は、各々の第１ないし第２光学系（４、１３）を介し及
び各々の第１ないし第２偏向プリズム（５、１４）を介して前記観察対象野（７）へ配向
されていること
　を特徴とする、請求項８～１３のいずれか一項に記載の蛍光手術用実体顕微鏡。
【請求項１５】
　前記第１及び第２偏向プリズム（５、１４）のうちの１つが主対物レンズ（６）と前記
観察対象野（７）との間に配設されており、それに対し、他方の偏向プリズム（５）が前
記主対物レンズ（６）と、前記観察光線路（２１）において前記観察対象野（７）とは反
対側の端部との間に配設されていること
　を特徴とする、請求項１４に記載の蛍光手術用実体顕微鏡。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
（関連出願の記載）
　本出願は、２０１０年９月６日出願のドイツ特許出願第１０２０１００４４５０３．７
号の優先権主張に基づくものであり、同出願の全記載内容は引用をもって本明細書に組み
込み記載されているものとする。
【０００２】
　本発明は、観察対象野（オブジェクトフィールド）の蛍光区域（蛍光を発するエリア）
を識別及び処理するための蛍光手術用実体（立体）顕微鏡に関する。該蛍光手術用実体顕
微鏡は、稼動状態において前記観察対象野を励起波長領域内の光で照射する光源を備えた
第１照明装置と、前記観察対象野内の観察対象により発光（放射）又は反射された光を案
内するための観察光線路と、主として蛍光波長領域（発光光）内及び励起波長領域内にお
いて少なくとも部分透過性である、前記観察光線路内の第１観察フィルタとを含んで構成
されている。
　即ち本発明は、蛍光手術用実体顕微鏡に関し、特に請求項１の上位概念部（前置部）に
記載した、観察対象野内の観察対象の蛍光区域を識別するための蛍光手術用実体顕微鏡に
関する。かかる蛍光手術用実体顕微鏡は、具体例としては、励起稼動状態では前記観察対
象野を、少なくとも１つの照明光線路を介して励起波長領域内の光で照射し、手術稼動状
態では前記観察対象野を、前記少なくとも１つの照明光線路を介して照明波長領域内の光
で照射する第１照明装置と、前記観察対象野によりもたらされた反射光及び発光光を案内
するための観察光線路と、前記励起波長領域内及び発光波長領域内において透過性である
、前記観察光線路内の（好ましくは選択的に挿入可能な）第１観察フィルタとを含んで構
成される蛍光手術用実体顕微鏡である。
【背景技術】
【０００３】
（概念の定義）
　先ず、本願において重要な幾つかの概念と機能について説明する。本願では照明装置を
備えた蛍光手術用実体顕微鏡が請求される。該照明装置は通常は白色光照明装置であり、
白色光の全スペクトルを網羅し、その理由は、該照明装置は主として手術域を照明するた
めに使用され、手術中には該手術域を通常はできるだけ自然色に忠実に照明すべきためで
ある。勿論、照明装置との概念に属する物には少なくとも１つの光源も含まれている。ま
た該物は、光案内構成部材、保護フィルタ（例えばＩＲフィルタ又はＵＶフィルタ等）の
ような別の物を有することもできる。最終的に本発明のためには、一箇所から照明光が提
供されることが含まれている。照明装置の光は、選択的に取り付け可能な少なくとも１つ
の蛍光励起用の励起フィルタを介し（「励起フィルタ」との限定的な具体化された概念に
ついては後で説明する）そして観察すべき観察対象へないし観察対象野上へ配向可能であ
ることにより、稼動状態において調整可能なスペクトル領域内にある。
【０００４】
　このような蛍光手術用実体顕微鏡は、手術用顕微鏡であって蛍光を発生させる適切な薬
剤の開発により比較的最近に創作され（１９６２年のクラインザッサー(Kleinsasser)に
よる喉頭腫瘍の喉頭鏡検査法に遡る）且つ腫瘍手術や血管造影手術のような所定の手術に
おいて患者をより良く処置する可能性を執刀医に提供する比較的新しい種類の手術用顕微
鏡を構成している。蛍光現象により観察対象野内においてこれまでは執刀医が見ることの
できなかった又は識別化が困難であった身体組織が可視化される（目で見えるようになる
）。
【０００５】
　従って、既に部類概念が表現しているように、また各当業者にとって極めて明らかであ
るように、そのような手術顕微鏡は「蛍光」及び「手術」及び「実体（立体）顕微鏡」の
目的に適合するために、手術用の装備品や、蛍光顕微鏡用の装備品、並びに実体顕微鏡用
の装備品をも装備している必要がある。
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【０００６】
　蛍光手術用実体顕微鏡との部類は、当業者にとって既知の所定の特性とこれらの特性を
可能にする所定の構成部材を要求する。従来の蛍光顕微鏡（蛍光手術用実体顕微鏡の創作
以前既に長い間存在していた）では、励起光源ないし励起照明装置（昔は例えば多くの場
合は水銀ランプ）、励起光の品質を改善するための励起フィルタ（蛍光励起には寄与しな
い又は特に良好には寄与しない波長領域をスペクトル的にフィルタ除去する）、蛍光手術
用実体顕微鏡内の観察光線路内の遮断フィルタ又は観察フィルタなどが知られている。該
遮断フィルタ又は観察フィルタは、多少なりとも強い程度で励起光をフィルタ除去するた
めに用いられ、その理由は、励起光は基本的にむしろ見られないか又は見られたとしても
少量とすべきであり、蛍光現象の発光（蛍光の放出）ができるだけ良好に見られるべきた
めである。励起光の種類に応じ、状況によって励起光は長時間の作用により観察者の目に
とってむしろ有害なものである（例えばＵＶ光）。また特に観察フィルタは、励起光が多
くの場合は微弱な蛍光現象を覆ってしまい、それにより蛍光観察の品質、中でも蛍光観察
の強度を損ねることを防止するために用いられる。それ故、観察フィルタは場合により遮
断フィルタとも称される。本発明はそのような蛍光手術用顕微鏡の特別な一実施形態に関
連するものであり、該実施形態において観察フィルタは励起波長に対して少なくとも部分
的に透過性である。従っていずれにせよ蛍光現象の発光光のみならず、観察対象野内の観
察対象により反射された励起光も観察光線路内において可視となる。従って対象とする(g
egenstaendige)観察フィルタは、励起光に対して完全な遮断フィルタとは言えない。
【０００７】
　観察フィルタのこの特別な実施形態は、観察者あるいは外科医に対し、励起されず蛍光
を発しない組織と、励起されて蛍光を発する組織とを観察対象野内において同時に可視化
するために用いられ、この際、それらの組織は異なる色に基づいて互いにコントラストを
つけられるが、その理由は、蛍光現象（発光光）が基本的に励起光とは異なる色（光波長
）をもつためである。前者（蛍光現象）は蛍光を発生させる薬剤を伴った組織に由来して
おり、後者（励起光の反射）は自身が蛍光現象をもたない組織に由来し、これは、組織が
蛍光を発生させる薬剤を吸収せず又は吸収したとしても測定可能な蛍光光線を出すことが
できないほど僅かであり、照明光は反射するためである。
【０００８】
　従って「励起フィルタ」とは、蛍光との関連において、専ら又は主として励起波長を通
過させるフィルタであり、蛍光現象が励起ないし最適化されるべき場合に必要に応じて照
明光線路（励起光線路又は発光光線路とも称される）内に配設されるフィルタである。
【０００９】
　また「観察フィルタ」とは、蛍光との関連において、実質的に観察対象野内の蛍光物質
／蛍光組織により発光（放射）された光（その都度、励起光とは明らかに異なる波長領域
内にある）だけを通過させるフィルタであり、それにより蛍光現象の最適化された観察を
可能とするフィルタである。該観察フィルタは必要に応じて観察光線路内に配設される。
【００１０】
　更に「照明フィルタ」とは、観察対象野の（非励起）照明を目的とした照明光の改善の
ために用いられるフィルタである。従って全状況において照明フィルタは場合により励起
フィルタとは逆のことを行うフィルタであり、例えば、スペクトル領域であってむしろ蛍
光励起において用いられ、光源の設計に基づき超過状態(ueberproportional)で提供され
るが、照明自体のためには寄与したとしても僅かであるか又は光スペクトルを乱すように
作用しうるスペクトル領域を、光スペクトルからフィルタ除去する又は減衰(abschwaeche
n)するフィルタである。つまり各照明装置内の各照明フィルタは照明光の最適化のために
用いられる。従って本発明において手術時には場合により照明フィルタを照明装置の前な
いし光源の前にセットし、それに対して励起時には励起フィルタをその箇所に入れること
ができる。典型的な照明フィルタは例えば白色光照明フィルタである（多くの場合、短縮
して白色光フィルタという）。該白色光照明フィルタは、各々の照明装置による使用可能
な光の全スペクトルからできるだけ白い光（全てのスペクトル色ないし光波長の最適な混



(6) JP 2012-58732 A 2012.3.22

10

20

30

40

50

合）を観察対象野上へ通過させるように設計されている。照明フィルタは、蛍光手術用実
体顕微鏡の構成に応じ、照明光線路内において着脱可能又は固定式で配設することができ
る。また照明装置は例えば励起光用の光源と白色光用の光源と２つの光源を含んで構成さ
れ、この際、照明フィルタは白色光源の前に常時配設することができる。しかしながら１
つの光源だけでもよく、この際には照明フィルタを励起フィルタと交換可能とすることも
できる。
【００１１】
　「蛍光顕微鏡」とは、蛍光現象の観察のために適している顕微鏡であり、そのために特
には光線路内において励起フィルタと観察フィルタを備えた励起光源ないし励起照明装置
を有する顕微鏡である。
【００１２】
　「手術用顕微鏡」とは、通常は３次元の実体的（立体的）な光線路と、観察対象野をで
きるだけ自然に近いかたちで強い光で照明（白色光）するための手術用顕微鏡照明装置と
を備えた顕微鏡である。
【００１３】
　「実体顕微鏡（立体顕微鏡）」とは、主対物レンズから接眼レンズに至るまで両眼光線
路を備えた顕微鏡である。該実体顕微鏡は、観察者に対し、観察対象野の３次元観察を可
能とし、従って３次元構造物の識別を可能にする。
【００１４】
　先ず、本発明は１つの顕微鏡光線路に対して上記の全ての顕微鏡の種類を組み合わせる
ことに関し且つ限定され、該顕微鏡光線路は、一方では手術のために、他方では蛍光観察
のために用いられ、それ故、そのような手術用顕微鏡においては励起フィルタと観察フィ
ルタが選択的に着脱（取り付け及び取り外し）可能である。しかしながら本願の特許請求
項は広い範囲で解釈されるべきものであり、拡大装置が手術のためにも蛍光観察のために
も同様に用いられ、適宜使用可能である限りにおいて、例えば腹腔鏡のような他の拡大装
置もその範囲内に含まれる。本願の特許請求項の技術内容は本明細書の導入部の枠内の開
示内容に該当する。
【００１５】
（先行技術文献）
　当業者にとって蛍光顕微鏡検査の作用方式並びに組織における蛍光作用は公知である（
例えば下記特許文献１、第１欄：第３８行～第４９行、第６０行～第６２行を参照）。ま
た当業者は、基本的な構成に関し、基本的に蛍光励起領域内の光を蛍光励起のために提供
するために多くの場合は大きな帯域幅（白色光）を有する照明装置が使用されることを知
っている（下記特許文献１、第２欄：第３２行～第３３行、請求項１（第９欄）：第４行
～第５行、請求項４（第９欄）：第５４行～第５５行を参照）。この際、照明光線路内に
励起フィルタを挿入し、観察光線路内に観察フィルタを挿入するフィルタシステムが利用
される。フィルタの選択や互いの組み合わせないし関係におけるフィルタの目的も当業者
にとって公知であり、下記特許文献１に記載されている。励起フィルタは光源の広帯域光
から観察対象野において蛍光を励起する光だけを通過させ、観察対象野上へ到達させる。
そして観察フィルタは励起光を遮断（ブロック）し、蛍光現象の光（発光光）だけを通過
させる（全て蛍光顕微鏡検査の古い原理である；下記特許文献１、第２欄：第３８行～第
４９行を参照）。下記特許文献１の図面及び該図面の説明も、これらの記載内容を支持し
ている（下記特許文献１、第６欄：第４行～第９行を参照）。
【００１６】
　下記特許文献２も、白色光（少なくとも３７０～７８０ｎｍ）と、照明光線路内の励起
フィルタと、蛍光スペクトルのための観察光線路内の観察フィルタとを用いた蛍光観察な
いし光動的診断（photodynamische Diagnose PDD）について、下記特許文献１と類似の記
載内容を含んでいる（下記特許文献２、要約、第３欄：第３行～第１４行）。
【００１７】
　「照明器具」と「照明源」と「照明装置」との概念に関しては、実際に使われ且つ特許



(7) JP 2012-58732 A 2012.3.22

10

20

30

40

50

出願においても使われているように当業者はこれらの概念が同義的な意味をもつことを労
せず理解する。実質的に通常は、提供された光を強い蛍光励起のために及び／又は最適な
手術用照明のために使用することが問題となる。
【００１８】
　下記特許文献３は、異なる２つの照明装置から構成されている照明装置を開示し、前記
２つの照明装置は各々光増幅するよう作用するために共同で使用されなくてはならない。
しかし両方の照明装置は蛍光励起照明時に互いの増幅のために使用されるので、両方の照
明装置が基本的に且つ強制的に共通してもたなくてはならない光スペクトルのスペクトル
領域は蛍光励起領域であると考えるのが論理的である。しかしながら両方のスペクトル領
域が蛍光励起領域を共通してもつ限り、両方のスペクトル領域の領域幅は異なっていてよ
く、下記特許文献３に従うと異なっているとされている。つまり例えば赤色光蛍光のため
には第２照明装置は好ましくは赤色光からＩＲ光までの領域内において最適化されて放射
を行う。それに対し、青色光蛍光のためには第２照明装置はむしろＵＶ光までの青色領域
内においてスペクトル的に重点が置かれることになり、それに対し、両方の場合において
第１照明装置は白色光のために最適化されている。
【００１９】
　本願の本発明に従う構成にとって、光が一光源から生じるか、一照明源から生じるか、
一照明器具から生じるか、唯一の照明装置から生じるか、又は複数の照明装置から生じる
かは、主請求項の保護範囲においては二次的なことである。
【００２０】
　「調整可能なスペクトル領域」としては、励起フィルタによりスペクトル特性について
限定（従って、励起フィルタの選択に応じ、調整）することのできる領域として理解され
る。一方では励起フィルタの選択により、他方ではこれらの励起フィルタの着脱（取り付
け及び取り外し）によってスペクトル特性の限定ないし調整が行われる。
【００２１】
　このことは全て、当業者が技術思想的に蛍光手術用顕微鏡検査に従事しているのであれ
ば該当業者にとって周知のことである。当業者におけるこれらの事実の公知性を示すもの
として中でも下記特許文献１及び特許文献２を挙げることができる。
【００２２】
　更に当業者にとって周知であるように、今日慣用の標準的な蛍光顕微鏡は落射光照明原
理(Auflichtprinzip)で動作する。このことは、試料（プレパラート）が上方から、同時
に集光器（コンデンサ）として機能する対物レンズを通して照明されることを意味する。
選択された蛍光色素の励起波長を含むべき光源として今日では多くの場合、５０ワット～
４００ワットの出力の超高圧水銀ランプ、又は対応出力性能のキセノン照明ランプが使用
される。これらのランプは３６０ｎｍ～７００ｎｍの有効波長の幅広スペクトルを提供す
る。全照明スペクトルから、先ずは入力帯域フィルタ（励起フィルタ）を用い、選択され
た蛍光色素の励起波長がフィルタアウトされる（選択的に通される）。励起光線は二色性
分光器（ダイクロイックビームスプリッタ）上へ到達する。該二色性分光器は、小さい波
長の励起光を反射し、同時に発光光線のより長い波長の光に対しては透過性である。励起
光線は対物レンズを通して試料上へ達し、蛍光色素を励起し、それにより該蛍光色素がよ
り長い波長の光を発光（放射）する。この光は、上記の二色性分光器を通過し、出力遮断
フィルタ（発光フィルタ）に入射する。該出力遮断フィルタは、蛍光色素の所望の発光波
長、即ち実際の蛍光画像をフィルタリングする（選択的に通す）。該蛍光画像は接眼レン
ズを通して観察されるか、又は写真カメラ又はビデオカメラを用いて記録することができ
る。
【００２３】
　２００２年に優先日をもつ下記特許文献４は、段落８において照明装置について次のよ
うに記載している。
「更に照明装置は、可視光の少なくとも１つの第２波長領域内の光を提供するための照明
装置を含み、前記第２波長領域は蛍光スペクトルを実質的に含まず、励起波長領域を含ま
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ない部分波長領域を含んでいる。」
　従ってこの先行技術は、発光光と反射光との間のコントラストから手術のための診断サ
ポート又は指針サポートを獲得することを同様に支援すべき擬似色照明の形式に関するも
のである。
【００２４】
（一般的な技術説明）
　蛍光区域（蛍光を発するエリア）を識別するための装置は、例えば蛍光顕微鏡の構造形
式において又は蛍光内視鏡の形式において公知である。両顕微鏡においては上記のように
蛍光物質（蛍光を発する物質）は観察対象の所定区域内において他の区域よりも強く濃縮
(富化 anreichern)されるという事実が利用される。適切な励起光を用いた照射により、
より強く濃縮された区域が光り始め、蛍光を発するないし発光波長における光を能動的（
アクティブ）に放射する。この光は所定の前提のもと上記のように感知（ないし検知）す
ることができる。
【００２５】
　次に、医学分野のための蛍光手術用実体顕微鏡に基づく効果の適用について説明する。
上記のように勿論この説明は、医学分野における適用や、医学的な手術用顕微鏡検査の医
学分野ないし純粋な手術用顕微鏡に限定されるわけではない。
【００２６】
　蛍光手術用顕微鏡は、既に以前より例えば腫瘍の切除手術において使用されてきた。そ
のために患者には光増感剤(Photosensibilisator)ないし光動的薬剤（例えばＡＬＡ(Amin
o Levulinic Acid アミノレブリン酸)又はｍＴＨＰＣ(meso-Tetra-HydroxyPhenyl-Chlori
n)）が投与される。この光増感剤は健康組織内よりも腫瘍組織内においてほぼ２倍～１５
倍高い濃度で濃縮される。腫瘍組織内のこの選択的な濃縮（富化）は、薬剤の蛍光性質に
基づき、腫瘍が可能なかぎり完全に取り除かれ且つ健康組織が取り除かれないという、腫
瘍組織の効果的な切除のための重要な基礎的前提を意味する。
【００２７】
　診断のために又は手術のために検査すべき組織は、光増感剤の投与後の適切な待ち時間
の後、青色光ないし紫色光又はＵＶ近傍の光を用いて照射される。腫瘍組織内において比
較的強い物質代謝ないし異化作用(Verstoffwechslung)に基づき高められた濃度で存在す
る光増感剤はこの光により励起され、引き続き典型的な赤色蛍光を有し、励起光のもとで
蛍光を発し始める。典型的に腫瘍は上記照明のもと赤色又はピンク色で光り始め（赤色放
射）、それにより視覚的に健康組織から浮かび上がって見える（下記特許文献３を参照）
。
【００２８】
　上述の蛍光の他、場合により組織の所謂自己蛍光(Autofluoreszenz)を誘起することも
できる。この自己蛍光は生体固有の蛍光色素により生じ、この際、励起は多くの場合はむ
しろ短波長の青色光ないしＵＶ近傍の光により行われる。
【００２９】
　腫瘍及び組織の目標を定めたマーキングの他、蛍光手術用顕微鏡検査は、血管を見える
ように可視化するためにも用いられる。そのために患者には上記のように同様に蛍光物質
が投与され、該蛍光物質はその後、血管壁を通して励起ないし見ることができる。このよ
うな方式により極めて繊細な血管も位置確認でき、このことは血管を結さつ（血管を縛っ
て血行を止めること）する又は血管を傷つけてはならない場合に特に有益である。この関
連において蛍光手術用顕微鏡検査は特にバイパスの検査のためにも有利である。その際、
多くの場合は赤外線血管造影法が使用され、該赤外線血管造影法ではＮＩＲ領域（近赤外
線領域）からの光が励起ために使用され、その後、観察対象野が他のスペクトル領域内に
おいて観察される。
【００３０】
　他の適用では（非可視の）ＵＶ光（紫外線）が使用される。紫外線から青色光へ、青色
光から赤色光へ、遠赤外線に至るまでの間の他のスペクトルは、使用される蛍光励起材料
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に応じて同様に有意義に使用可能である。
【００３１】
　蛍光手術用顕微鏡は、一般的には照明装置と光案内ユニット（照明光線路）を有し、該
光案内ユニットは照明装置の光を顕微鏡の観察対象野内へないし観察対象野内の観察対象
の診断すべき又は処置すべき組織領域上へ配向させる。更に蛍光手術用顕微鏡は画像提供
ユニットないし画像検知ユニット（観察光線路）を含んでおり、該ユニットは組織領域に
より反射されたないし組織領域において蛍光を介して発生された光を中間画像面内におい
て結像する。また手術用顕微鏡には複数の中間画像面を設けることもでき、例えば、接眼
レンズを用いた観察のため又は記録装置やセンサやチップなどへの結像のための中間画像
面である。
【００３２】
　以下、光案内ユニットは「照明光線路」とも称するものとし、それに対し、観察対象野
によりもたらされた光（観察対象野から受信された光）を観察者の片目ないし観察者の両
目へ提供し且つ評価する画像提供ユニットないし画像検知ユニットは「観察光線路」とも
称するものとする。
【００３３】
　光案内ユニットは照明光線路内において、検査すべき観察対象野上へ照射（放射）され
る光を案内するための光導波路をも含むことができる。このことは、特に手術用顕微鏡内
に組み込まれていない外部の照明装置において並びに内視鏡等において通例のことである
。手術用顕微鏡においては光導波路を備えたそのような照明装置が頻繁に使用され、その
理由は、光導波路により、熱く且つ比較的重い光源を顕微鏡本体から離して装着すること
ができるためである。
【００３４】
　通常、観察光線路は、接眼レンズを備えた両眼鏡胴、及び／又はビデオ出力部において
少なくとも１つのビデオカメラを含んでいる。
【００３５】
（先行技術文献）
　蛍光手術用顕微鏡検査の分野において先行技術から例えば下記特許文献５が公知であり
、下記特許文献５は実体ルーペメガネ（本発明の意味において手術用及び蛍光観察用の拡
大装置である）を紹介している。該ループメガネは２つの単眼観察光線路を含んでおり、
これらの単眼観察光線路はメガネ形状で配設されているので、本発明の意味において共同
で１つの両眼実体観察光線路を形成している。これらの両方の単眼観察光線路の間には照
明装置が配設されており、該照明装置は観察対象野ないし観察対象を照明光線路ないし励
起光線路を介して照明する。励起光線路内には第１光学フィルタが設けられており、該第
１光学フィルタは実質的に励起波長領域内においてのみ透過性である。更に観察光線路内
には少なくとも１つの別の光学フィルタが設けられており、該光学フィルタは蛍光波長領
域内において透過性であり、それに加え、励起波長領域内においては透過性が減少されて
おり、それにより蛍光区域を包囲する領域が原理的に、励起光を用いて照明され、該励起
光を反射し、可視状態（見える状態）にある。
【００３６】
　更に下記特許文献６は、光動的診断のための装置を開示し、該装置では照明光線路内の
励起フィルタ及び／又は観察光線路内の観察フィルタについて特殊な構成が記載されてい
る。特に図２～４は励起フィルタと観察フィルタの従来の組み合わせを示しており、これ
らの組み合わせは当該フィルタのフィルタ作用の各々の重なり合う領域において、即ち当
該フィルタの透過特性曲線（透過カーブ）が交差する領域において、励起フィルタからの
光波が観察フィルタをも通過することができるが、部分的には吸収され、それにより低レ
ベルないし低輝度をもって観察対象野の照明のために使用されているということを理解さ
せる。このような公知のフィルタは典型的には本発明において励起フィルタ及び第１観察
フィルタとして使用することができるであろう。それに代わるフィルタの組み合わせは下
記特許文献２の図２ａに図示されており、この組み合わせは同様に本発明においても基本
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構成として使用することができる。
【００３７】
　先行技術からの他の構成は、計算機と、電気的に位置調節可能なフィルタホイールとを
介した、観察対象野から画像情報を取り出す(Auskopplung)方式による照明光の電子フィ
ードバック式調節機構を示している（下記特許文献４の図１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３８】
【特許文献１】US 6,510,338 A
【特許文献２】DE 195 48 913 A1
【特許文献３】EP 1 691 229 A1
【特許文献４】DE 102 52 313 A1
【特許文献５】DE 10 2007 034 936 A1
【特許文献６】EP 0 930 843 B1
【００３９】
　尚、上記特許文献１～６の全開示内容はそれらの引用をもって本書に組込み記載されて
いるものとする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００４０】
　上記の全ての公知のシステムにおいて、該システムが観察対象野内において変更不能の
コントラスト比（明度比）を有すること、即ち、観察対象野内の組織における励起照明に
基づく励起光の反射と、蛍光を発する物質ないし組織部分（蛍光反応）の可視発光との間
の比率が、照明装置に基づく照明強度の広い明度（光強度）領域にわたって実質的に一定
であることは不利である。例えば青色光の励起照明装置と、光増感剤としてＡＬＡとが使
用され、従って蛍光反応が赤色スペクトル領域内で行われる場合には、例えば赤色にマー
キングされた腫瘍は観察対象野内において青色に照らされた周辺部を伴い、照明装置から
の励起光の強度に依存せず、常に一定のコントラストで見ることができる（比較的同等程
度に良好に区別できる）。通常このコントラスト比は規格統一された手術周辺環境に基づ
いて固定され、それにより複数の利用者及び複数の適用にとって最善の状態であるとされ
ている。
【００４１】
　しかしながら実際には前記コントラストの減少をもたらしてしまう多数の外部影響因子
（外部影響ファクタ）が存在する。例えば、手術室内の周辺照明（室内照明）、包囲組織
の種類、腫瘍細胞の種類、光増感剤の投与量、光増感剤の濃縮された組織の種類、患者の
現在の物質代謝ないし異化作用等がコントラストに影響を及ぼす。また様々な利用者ない
し外科医の主観的な感知能力も、例えば彼らの色覚やその日の体調や主観的な観察興味対
象等に関しても異なる可能性がある。つまりある医師は手術視野内でより良い位置付け（
配向、オリエンテーション）を望み、このことは、発光の強度に対して比較的強い背景照
明（励起光の反射）従って蛍光区域に対してコントラストを低くすることに対応する。し
かし他の医師は着眼点を再び腫瘍組織の最適な識別化におき、このことは、発明者が認識
したように背景照明と蛍光区域との間のコントラストをより強くすること、ないし発光（
放射）と反射との間の強度差をより強くすることに対応する。
【００４２】
　従って本発明の課題は、観察対象野の蛍光区域を識別するための改善された蛍光手術用
実体顕微鏡を提供すること、特には、反射された背景照明（反射光ないし背景光）と蛍光
区域の発光光との間のコントラストの変更を可能にする蛍光手術用実体顕微鏡を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００４３】
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　本発明の一視点により以下の蛍光手術用実体顕微鏡が提供される。
　該蛍光手術用実体顕微鏡は、観察対象野内の観察対象の蛍光区域を識別するための蛍光
手術用実体顕微鏡であって、励起稼動状態では前記観察対象野を、少なくとも１つの照明
光線路を介して励起波長領域内の光で照射し、手術稼動状態では前記観察対象野を、前記
少なくとも１つの照明光線路を介して照明波長領域内の光で照射する第１照明装置と、前
記観察対象野によりもたらされた反射光及び発光光を案内するための観察光線路と、前記
励起波長領域内及び発光波長領域内において透過性である、前記観察光線路内の（好まし
くは選択的に挿入可能な）第１観察フィルタとを含んで構成される蛍光手術用実体顕微鏡
である。
　該蛍光手術用実体顕微鏡において、前記観察光線路内に選択的に配設可能な少なくとも
１つの第２観察フィルタが設けられており、該第２観察フィルタは、観察者に対する前記
励起波長領域内の可視光を制御可能に減衰するため及び／又は制御可能にスペクトル変更
するように少なくとも部分的に吸収性であり、更に該第２観察フィルタは、前記発光光に
対して完全に透過性である。
【００４４】
　つまり本発明の一実施形態に従えば、蛍光手術用実体顕微鏡は、補助的に観察光線路内
に配設され且つ励起波長領域内の観察強度を制御可能に減衰するための手段を含んでおり
、この際、観察光線路内には第１観察フィルタの前又は後において、励起波長のための透
過性については第１観察フィルタと同じ又は異なるフィルタ特性を有するが、発光光のた
めには完全な透過性を有する少なくとも１つの第２観察フィルタが選択的に着脱（取り付
け及び取り外し）可能であるよう構成される。
【発明の効果】
【００４５】
　従って、利用者により感知される背景光、即ち観察対象野内の観察対象の組織により反
射された励起光を変更可能とすることが達成され、この際、検査すべき観察対象野に入射
する全ての光の強度、それに伴い、蛍光現象においてその効果に基づいて発光（放射）さ
れた光の強度が減衰されることはない。上記のように本発明では励起フィルタ及び第１観
察フィルタとして上記特許文献６の図２～４に従うフィルタも使用することができ、この
際、好ましくは更に短波長領域内へスライドされた透過曲線を有する第１観察フィルタも
有利に使用することができるであろう。従ってコントラスト調節（コントラスト設定）の
余地が増加される。その際、第１観察フィルタと第２観察フィルタの本発明に従う組み合
わせは、結果として例えば上記特許文献６に記載の観察フィルタの透過曲線と正に同じ透
過曲線を提供することになるだろう。
【００４６】
　本発明は、勿論この構成の技術的な逆構成を含んでおり、つまり観察光線路内には第１
観察フィルタの前又は後において、発光光ないし発光波長のための透過性については第１
観察フィルタと同じ又は異なるフィルタ特性を有するが、励起光のためには完全な透過性
を有する少なくとも１つの第２観察フィルタが選択的に着脱（取り付け及び取り外し）可
能である。しかしながら実際には発光の強度が弱いことは問題であり、それ故、この技術
的な逆構成は余り意味をなさないであろう。
【００４７】
　つまり本発明に従い、蛍光区域（蛍光を発する区域）と、励起光で照らされているその
周辺部（背景）との間のコントラストに影響を及ぼすことができる。それにもかかわらず
励起照明装置は比較的低出力で構成することができ、その理由は、照明光線路自体内に励
起照明装置の励起波長領域内の光を減衰させるための装置を設ける必要がないためである
。励起照明装置のエネルギー消費がより少ないことに伴い、本発明に従う装置の熱負荷も
より小さくなる。従ってこの照明装置は本発明において比較的コンパクトに構成すること
ができる。
【００４８】
　有利には、具体的には蛍光手術用実体顕微鏡として又は内視鏡として構成されている本
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発明に従う拡大装置の利用者は標準規定に縛られることはなく、蛍光区域とその周辺部と
の間のコントラストを、蛍光自体に影響を及ぼすことなく新たに固有に調節することがで
きる。このような方式により一方では、様々な利用者の主観的な感知による差異を補整す
ることができ、他方では、例えば、既述の手術室内の周辺照明（室内照明）、包囲組織の
種類、蛍光を発する腫瘍細胞の種類、光増感剤の投与量等のような客観的に存在する影響
も補整することができる。
【００４９】
　本発明の有利な展開形態及び発展形態は、下位請求項から並びに図面と関連した後続段
落における説明から明らかであり、ないしそれらにより開示されている。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】鏡胴と接眼レンズを備えた本発明に従う蛍光手術用実体顕微鏡のための第１実施
形態を、簡素化されたモノスコーピック描写で示す図である。
【図２】図２ａ～２ｃは、異なる透過曲線を有する複数の補助的な観察フィルタによる作
用を説明するための図である。
【図３】図３ａ、３ｂは、同じ透過曲線を有する複数の補助的な観察フィルタによる作用
を説明するための図である。
【図４】選択されたフィルタ設定のための記憶部（メモリ：記憶可能性）を備えた本発明
に従う蛍光手術用実体顕微鏡の一原理配線図を示す図である。
【図５】従来技術の一例を示す図である（Leica FL400、パンフレット 10 M1 750 Oen/B 
2008 printed IX.2009 ページ６と７の間の透明な中間ページ）。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　以下、本発明の実施形態の概要について説明する。
【００５２】
　反射された背景光の減衰手段は、オン作動可能な少なくとも１つの第２観察フィルタに
より形成され、該第２観察フィルタは既述のように励起波長領域内において少なくとも部
分的に吸収性である。励起波長に対して減少された透過度を有するオン作動可能（即ち観
察フィルタを使用状態にすること、具体的には観察フィルタを観察光線路内へ挿入するこ
とが可能）な第２観察フィルタは、観察対象野によりもたらされた励起波長領域内の光を
減衰するための特に簡単な手段である。本発明はそのようにして特に簡単に実際に実現す
ることができる。この際、第２観察フィルタの又は複数のそのような補助的な観察フィル
タのオン作動は手動式で又は電動式で行うことができ、利用者により誘導されるか又は自
動的に行うことができる。特に実際に有効なものは第２観察フィルタを必要に応じてフッ
トスイッチを用いてオン作動することのできる装置である。
【００５３】
　また（第２観察フィルタのために）複数の補助的な観察フィルタが設けられており、該
観察フィルタが励起波長領域内において異なる波長依存性の（スペクトル）透過度を有す
ると有利である。このような方式により観察対象野によりもたらされた励起波長領域内の
背景光の様々な色減衰及び輝度（光強度）減衰を達成することができる。この際、例えば
１つの第２観察フィルタが複数の補助的な観察フィルタの一セットから観察光路内へ旋回
挿入される。勿論、適切な累積的吸収(kumulative Absorption)を達成するために、従っ
て個々の場合において可視の背景照明ないし可視の背景光のために最適なスペクトル及び
／又は輝度調整を達成するために、そのような観察フィルタの複数を同時にオン作動ない
し旋回挿入することもできる。
【００５４】
　更に（第２観察フィルタのために）複数の補助的な観察フィルタが設けられており、該
観察フィルタが励起波長領域内において各々同じ透過度を有すると特に有利である。従っ
てこのように組み合わされたフィルタの吸収は、旋回挿入された補助的な観察フィルタの
数に関する線形関数となる。また同一構成のフィルタは特に効率よく低コストで製造する



(13) JP 2012-58732 A 2012.3.22

10

20

30

40

50

ことができる。
【００５５】
　更に、第１観察フィルタが干渉フィルタとして及び／又は第２観察フィルタが単純な色
ガラスフィルタとして形成されていると特に有利である。このような方式により本発明に
従う蛍光手術用実体顕微鏡は特に低コストで製造することができ、その理由は、色ガラス
フィルタは干渉フィルタよりも遥かに容易に製造でき、それ故、干渉フィルタよりも遥か
に少ない製造コストで済むためである。色ガラスフィルタとしては、本発明の意味におい
てプラスチックフィルタ、フィルムフィルタ等としても理解され、該フィルタは各々、材
料において存在するそれらの色によりフィルタリング（ろ波：光の特定の周波数範囲のも
のを通過させたり阻止したりすること）をもたらす。従ってこの形態において本発明によ
り発生する追加コストは極めて少なく、ないし利用者には同じ費用でより多くの変形形態
の可能性が提供可能である。
【００５６】
　主として、第１照明装置の波長領域とは異なり且つ励起波長領域の領域内だけで重なり
合う波長領域内において光を放射する第２照明装置が、第１照明装置に対してオン作動可
能（即ち第１照明装置に追加して第２照明装置をオンとすることが可能）であると有利で
ある。このような方式により例えば観察対象野の背景照明が色について及び／又はその輝
度について変更可能である。
【００５７】
　多くの場合、観察対象野の励起照射は青色光を用いて行われる。つまり観察対象が場合
により橙色（青色の補色）である場合には、該観察対象は通常は青色光を吸収し、観察対
象野内の観察対象は（蛍光作用を伴わず）黒く見える。従って非蛍光区域（蛍光を発しな
い区域）内の構造物は識別できたとしても極めて粗悪な状態での識別となる。この際、他
の可視領域内の光が励起光に追加混合されると修正措置をとることができる。例えば白色
光又は黄色光が追加混合される場合には、観察対象野において蛍光区域を包囲する部分の
構造物が再び良好に可視状態（目に見える状態）となる。それにより場合によっては、少
なくとも主観的ではあるが、蛍光組織（蛍光を発する組織）と純粋に反射する組織との間
のコントラストも増加される。その理由は、青色光と黄色光の混合が緑色をもたらし、赤
色に対する緑色は正常視の人にとって良好なコントラストをもたらすためである。
【００５８】
　このことを考慮し、特別な変形形態では第１観察フィルタ及び／又は補助的な観察フィ
ルタを、これらが組み合わせとして又は（及び／又は）単独として適切な多帯域スペクト
ル領域に対して透過性であるように構成することができる。あるいはまた２つの照明装置
が同時に観察対象野上へ配向されている場合には、一方の照明装置を励起光のために最適
化し、他方の照明装置を背景照明のために最適化することができる。
【００５９】
　更に特に有利には本発明に従う蛍光手術用実体顕微鏡は、
－（励起波長領域内における）反射された光部分と蛍光波長領域内において発光（放射）
された光部分との間のコントラストについて、観察対象野により観察光線路内へ放射され
た光を評価するための電子ビデオ支援手段（発光光と反射光との間のコントラスト検知）
と、
－　減衰手段を自動制御するための電子被制御手段、即ち設定可能なコントラストが自動
的に被制御式で得られるように補助的な観察フィルタを自動的に電気機械式で取り付ける
（オン作動）、取り外す（オフ作動）、又は交換するための電子被制御手段と
を含んで構成される。
【００６０】
　本発明のこの変形形態では、観察対象野によりもたらされた光、例えば青色の励起光と
赤色の蛍光光が、両方の光種類の間のコントラストについて評価される。例えば、反射さ
れた励起光が発光（放射）された蛍光光よりも勝っている場合には、コントラスト比の改
善のため、観察光線路からより多くの励起光をフィルタリング（選択的に除去する）する
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（場合により比較的強い）第２観察フィルタがオン作動される。それに対し、蛍光光（発
光光）が背景光よりも勝っている場合には、励起光の吸収をより少なくしそれに対して蛍
光光の吸収を僅かに行う（比較的弱い）第２観察フィルタがオン作動される。あるいはま
た第１観察フィルタを通過する励起光の最大値(Maximum)を通過させるために第２観察フ
ィルタが取り外される。コントラストはこのように自動的に設定可能値へ調整（フィード
バック調整）され、それにより例えば外科医は妨害影響因子に依存せず常に最適なコント
ラストをもった画像を見ることができる。この際、この目的のために自動装置が複数の様
々な観察フィルタの一セットから選択を行う。
【００６１】
　最後に、減衰手段（フィルタ）について選択された設定内容情報（観察フィルタの組み
合わせ）は保存可能であり、再び呼び出し可能である。本発明のこの変形形態では一度選
択された減衰設定内容ないし色コントラスト設定内容は外科医により電子的に保存され、
後で再び呼び出すことができる。そのために記憶部（メモリ）を備えたマイクロコントロ
ーラ又はコンピュータと操作ユニットが設けられている。多くの場合、手術用顕微鏡は一
人よりも多くのオペレータ（外科医）により使用される。従って本発明に従う蛍光手術用
実体顕微鏡が他の人に使用される場合にも以前のオペレータにより個人的に最適と思われ
た設定内容が失われないようにするために、入力ユニットを介した命令により、一度選択
された設定内容を次回の使用時に至るまで電子的に保存することができる。例えばそのた
めに押しボタンや対話式のタッチスクリーン式操作手段を設けることができ、これらには
選択された個人個人の設定内容を割り当てることができる。更に電子装置と該電子装置に
付設の記憶部（メモリ）を介し、電気機械式のフィルタ着脱ユニットのための制御パラメ
ータが保存され、その後、操作ユニットを介して例えばコード化され、利用者の名前を介
して再び呼び出すことができる。又は電子利用者リストをディスプレイ上に当てはめて表
示させ、該電子利用者リストから適切な登録内容を操作手段シンボル（例えばコンピュー
タマウス）を用いて又は直接的にタッチスクリーンを用いて選択するないし表示（活性化
）させることができる（図４を参照）。
【００６２】
　本発明の上記の展開形態、発展形態、変形形態は、本発明の枠内で任意の形式で組み合
わせることができる。重要なのは、本発明に従い少なくとも１つの補助的な観察フィルタ
を観察光線路内へ簡単に取り付ける又は取り外すことにより、励起照明を操作（マニプレ
ーション）することなく、観察対象野の発光光と背景光との間の明暗及び／又は色コント
ラストを調節可能としたということである。それに比べ、従来技術では、例えば本出願人
による公知の蛍光手術用実体顕微鏡「Leica FL400」（パンフレット 10 M1 750 Oen/B 20
08 printed IX.2009 ページ６と７の間の透明な中間ページ、光源におけるレギュレータ
を参照）においては照明光線路内の励起フィルタの制御についてのみ変更可能であり、こ
のことは、基準どおり観察対象野内の照明のためのポジティブな効果の他に、望むと望む
まいと、観察対象における観察対象野内の照明強度の実際の変化（バリエーション）を必
然的に伴っている（上記の透明な中間ページに基づく従来技術を再現する本願図面の図５
を参照）。このことは本発明によればもはや１つの基準とはならない。照明自体にはより
良いコントラスト設定のためにもはや変更を施す必要はなく、それにより照明強度ないし
励起強度を予め最大値(Maximum)に設定することができ、スペクトル的なコントラスト及
び／又は輝度のコントラストに関する観察光線路内の観察対象野の結像の主観的な感知は
、専ら観察光線路自体内において調節することができる。
【００６３】
　上記のごとく、本発明において下記の形態が可能である。尚、下記の各形態は本願の特
許請求の範囲の各請求項に記載した各々の構成要件にも対応している。また本願の特許請
求の範囲に付記されている図面参照符号は専ら本発明の理解の容易化のためのものであり
、本発明を後続段落で説明する具体的な実施形態に限定するものではないことを付言する
。
（形態１）上記の一視点のとおり。
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（形態２）前記少なくとも１つの第２観察フィルタには、択一的に又は追加的（累積的）
にオン作動可能な少なくとも１つの補助的な観察フィルタが付設されており、該補助的な
観察フィルタは、前記励起波長領域内に光に対し、前述の第２観察フィルタと同じ又は異
なる吸収特性をもち、少なくとも部分的に吸収性であることが好ましい。
（形態３）選択的に挿入可能な複数の補助的な観察フィルタが設けられており、該補助的
な観察フィルタは、前記励起波長領域内において互いに相対的に各々異なる光透過特性を
有することが好ましい。
（形態４）選択的に挿入可能な複数の補助的な観察フィルタが設けられており、該補助的
な観察フィルタは、前記励起波長領域内において同じ光透過特性を有し、付加的にオン作
動可能であることが好ましい。
（形態５）少なくとも１つの励起フィルタが前記照明光線路の少なくとも１つに設けられ
ており、該励起フィルタは、前記励起波長領域内において透過性であるが、前記発光波長
領域内においては吸収性であることが好ましい。
（形態６）前記励起フィルタは実質的にハイパス特性／ローパス特性を、それに対して前
記少なくとも１つの第２観察フィルタは実質的にローパス特性／ハイパス特性を、図２ａ
～２ｃ及び図３ａ、３ｂに対応するかたちで有することが好ましい。
（形態７）前記第１観察フィルタは干渉フィルタとして形成されており、前記少なくとも
１つの第２観察フィルタは、材料において着色された色ガラスフィルタ又は色プラスチッ
クフィルタとして形成されていることが好ましい。
（形態８）前記第１照明装置に対し、該第１照明装置（２）とは異なって外れている及び
／又はより幅広である第２波長領域、好ましくは白色光を出射する第２照明装置がオン作
動可能であること、又は該第２照明装置は前記第１照明装置に対して択一的にスイッチオ
ン可能であることが好ましい。
（形態９）前記励起波長領域内における反射された光部分と前記発光波長領域内における
発光された光部分との間のコントラストについて、観察対象野から画像センサ上で受信さ
れた光を自動的に評価するためのビデオ支援式画像処理手段と、電子的に設定可能なコン
トラストが好ましくは自動的に達成されるように、前記少なくとも１つの第２観察フィル
タないし前記補助的な観察フィルタを好ましくは自動的に制御するための制御手段とが設
けられていることが好ましい。
（形態１０）前記少なくとも１つの第２観察フィルタに関して選択された設定内容が、記
憶ユニット内において記憶可能であり、再び呼び出し可能であることが好ましい。
（形態１１）前記第１照明装置及び前記第２照明装置には、選択的に、各々の好ましくは
同一構成の励起フィルタが後置可能であることが好ましい。
（形態１２）前記第１照明装置及び前記第２照明装置には、択一的に、好ましくは同一構
成の前記励起フィルタに対し、全体的に最適化された白色光照明を提供するための各々異
なる照明フィルタが後置可能であることが好ましい。
（形態１３）前記励起フィルタ、前記照明フィルタ、及び前記観察フィルタは、駆動ユニ
ットを用いて電気機械式で各々の前記光線路に対して着脱（取り付け及び取り外し）可能
であること、及び、当該電子機械機構の制御のために制御ユニットが設けられており、該
制御ユニットは、入力ユニットを介してプログラミング可能であり、好ましくはライトハ
ザードを減少させるための記憶されて予め設定された安全用設定値をもつことが好ましい
。
（形態１４）前記第１照明装置及び前記第２照明装置は該蛍光手術用実体顕微鏡から離間
して配設されており、該蛍光手術用実体顕微鏡とは各々の光導波路を用いて接続されてお
り、該光導波路は、各々の第１ないし第２光学系を介し及び各々の第１ないし第２偏向プ
リズムを介して前記観察対象野へ配向されていることが好ましい。
（形態１５）前記第１及び第２偏向プリズムのうちの１つが主対物レンズと前記観察対象
野との間に配設されており、それに対し、他方の偏向プリズムが前記主対物レンズと、前
記観察光線路において前記観察対象野とは反対側の端部との間に配設されていることが好
ましい。
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【００６４】
　以下、図面に図示された具体的な実施形態について詳細に説明する。以下の具体的な実
施形態は本発明の理解の容易化のためのものであって、本発明の技術的思想を逸脱しない
範囲において、当業者により実施可能な付加や置換、開示された各要素の選択ないし選択
的組合せ等を排除することを意図するものではない。
【００６５】
　図面において、同じ部材並びに類似の部材には同じ図面参照符号がつけられ、機能の類
似する要素並びに特徴には、特に説明をしない限り、異なるインデックスをもった同じ図
面参照符号がつけられている。以下、図面は全体にわたって包括的に説明されるものとす
る。
【００６６】
　図１は、本発明に従う装置の一実施形態を示し、ここでは極めて簡素化されてモノスコ
ーピック描写された、観察光線路２１を有する蛍光手術用実体（立体）顕微鏡１の形式で
あり。蛍光手術用実体顕微鏡１は象徴的に図示された第１照明装置２を含んでおり、第１
照明装置２は稼動状態において光を象徴的に図示された照明光線路２０を介し、観察対象
野７（オブジェクトフィールド）上へ配向する。図１の状態においてその光は観察対象野
７上へ投射される励起光であり、その理由は、照明光線路２０内において選択的に挿入可
能な励起フィルタ３が挿入されているためである。照明光線路２０内には象徴的に図示さ
れた従来どおりの別の構成部材が組み込まれている：従来どおりの第１照明光学系４と従
来どおりの第１偏向プリズム５である。第１偏向プリズム５は光線方向（光線の進む方向
）において蛍光手術用実体顕微鏡１の主対物レンズ６の手前に配設されており、照明光線
路２０を偏向し、主対物レンズ６を通して観察対象野７上へ指向させている。
【００６７】
　従って、励起フィルタ３（もしも挿入されているならば）と、照明光学系４と、偏向プ
リズム５と、主対物レンズ６（主対物レンズ６が勿論観察光線路２１の構成部材でもある
という二重機能のもと）とは、第１照明光線路２０を形成し、第１照明光線路２０は励起
フィルタ３の選択的な挿入により選択的に蛍光励起のための励起光線路となる。第１照明
装置２ないし該装置内に備わっている光源が蛍光励起のために最適である狭帯域の非白色
光源（例えばダイオードレーザ等）である場合には、励起フィルタ３は場合により省略す
ることもできる。しかしそのような場合に上記の第１照明光線路２０は専ら第１励起光線
路であり、この第１励起光線路は主として蛍光励起のために用いられ、手術用顕微鏡照明
としての使用にはその狭帯域光が原因で使用不可能である。その理由は、手術では通常は
できるだけ自然に近い色再現を伴う光が望まれるためである。
【００６８】
　特にこの場合のために、また上記特許文献３におけるように第２照明装置による付加的
な光増幅(additive Lichtverstaerkung)の場合のために、図１に従う構成には第２照明光
線路２２を有する第２照明装置１２が設けられており、第２照明装置１２は光を同様に観
察対象野７上へ配向している。図１に図示された実施形態において第２照明光線路２２に
は励起フィルタが設けられてなく、それ故、第２照明光線路２２は励起光線路ではないか
、又は狭帯域励起光照明装置を備えた励起光線路である。
【００６９】
　それに対し、図５（従来技術）において照明光線路２２内には励起フィルタ３が設けら
れている。両方の光源は必要に応じて場合により対応するよう設計され、観察対象野７の
照明時には互いに支援（サポート）し合い、又は択一的に択一的な色スペクトルを用いて
使用することができる。
【００７０】
　従って、図５のものは図１とほぼ同じ描写であり、本発明に従う一実施形態も図１に基
づいて同様に説明される択一的な二分割式の照明光線路を含んでいる：この照明光線路は
、励起フィルタ３を用いて選択的に励起光線路に変換することのできる、白色光照明装置
２を備えた第１照明光線路２０を有し、更に第２励起光線路２２が設けられており、第２
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励起光線路２２は励起時において励起照明装置からの励起光を観察対象野７上へ配向する
。
【００７１】
　二分割式の照明光線路については、上記特許文献３の全記載内容、特に図１～図４、こ
れらの図面に関する段落１１～段落２３の記載内容、そして明細書の段落６～段落１０の
記載内容が参照される。尚、これらの記載事項は引用をもって本書に組込み記載されてい
るものとする。
【００７２】
　しかしながら勿論本発明は、唯一の照明光線路又は励起光線路を有する構成も含んでお
り、その理由は、本発明によれば励起事象ないし照明光線路自体が重要なのではないため
である。本発明によれば、照明光線路２０及び／又は２２ではなく観察光線路２１が本発
明に従うコントラスト調節（コントラスト設定）を行うために操作されることが重要であ
る。
【００７３】
　従って、本発明に従う蛍光手術用実体顕微鏡１は図示の実施形態によればオプションの
第２照明装置１２を含んでおり、第２照明装置１２は同様に光を第２照明光学系１３と第
２偏向プリズム１４を介して観察対象野７上へ投射する。本実施形態において第２偏向プ
リズム１４は（観察光線路２１の方向で見て）主対物レンズ６の後又は横に配設すること
ができる。勿論本発明は、第２偏向プリズム１４が第１偏向プリズム５と同様に対物レン
ズ６の前に配設されており従って第２照明光線路２２の光が同様に主対物レンズ６を通っ
て投射される構成も含んでいる。図１において両方の照明光線路２０、２２は１つの平面
内で図示されている。しかしながら勿論これらの照明光線路２０、２２及びそれらの構成
部材は空間的に相並んで、例えば主対物レンズ６に対して接線方向に相並んで配設するこ
ともできる。
【００７４】
　図１から見てとれるように、図示の実施形態において第１照明装置２の第１照明光線路
２０と観察光線路２１とは蛍光手術用実体顕微鏡１の主対物レンズ６のところで（を介し
て）互いに交わっている。しかしながらこのことは強制的な条件ではない。また第１照明
装置２の第１照明光線路２０と第２照明装置１２の第２照明光線路２２とは観察光線路２
１の光学構成部材から完全に離れて、従って主対物レンズ６の脇を通り過ぎるように延在
させることができる。その際、照明光線路ないし励起光線路２０、２２と観察光線路２１
とは主対物レンズ６と観察対象野７との間の空間内でのみ交わることになる。
【００７５】
　主対物レンズ６を介し、観察対象野７により反射された光と、場合により蛍光組織（蛍
光を発する組織）により発光（放射）された発光光とが観察光線路２１内へ導かれる。観
察光線路２１はその光学系について同様に象徴的に図示されており、顕微鏡光学系（例え
ばズーム）８と、従来どおり、選択的に挿入可能な第１観察フィルタ９とを含んでいる。
この第１観察フィルタ９（遮断フィルタとも呼ばれる）の役割は主として発光光を通過さ
せ、スペクトル的に他の光波長を吸収することである。しかしながらこの場合、第１観察
フィルタ９は本発明の変形形態に応じ、周知のように、明らかに励起光の一部分に対して
も、場合により白色光に至るまでの他の光波長の一部分に対しても、部分的に透過性であ
るように形成されている。従って観察者は一方では蛍光現象の発光を見ることができ、ま
た追加的に背景光、即ち観察対象野７内の観察対象により反射された励起光（照射光）及
び／又は白色光（背景照明）に至るまでの他の光波長の一部分を見ることができる。
【００７６】
　勿論第１観察フィルタ９は、その都度の蛍光時（その都度の発光光線）にとって最適の
状態であるために様々な観察フィルタのグループから選択可能とすることもできる。
【００７７】
　観察光線路２１は、光方向（光の進む方向）において第１観察フィルタ９の後（図示し
た形態）又は前に、一セットの補助的な観察フィルタ１０ａ、１０ｂ、１０ｃを含んでお
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り、それに続き、接眼レンズを備えた実体鏡胴２３を含んでいる。勿論図示の接眼レンズ
を備えた実体鏡胴２３の代わりに又は接眼レンズに追加するかたちでビデオ鏡胴(Videotu
ben)のようなビデオ観察装置を装着することもできる。これらのビデオ観察装置は必要に
応じて交換可能に設けることもできる。本発明においては観察光線路２１の最終的な構造
が重要なのではなく、本発明の本質的なことは、観察光線路２１内の観察可能な光が選択
的に（スライド）挿入可能な本発明に従う観察フィルタ１０ａ～１０ｃの補助的なセット
（少なくとも１つの第２観察フィルタ１０）により観察対象野７の発光光と反射光との間
のコントラストを調節することができるということである。
【００７８】
　主対物レンズ６と、顕微鏡光学系８と、選択的に挿入可能な第１観察フィルタ９と、補
助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃの選択的に挿入可能なセット（少なくとも１つの第２
観察フィルタ１０）とは、観察光線路２１の重要な部分を形成する。
【００７９】
　図１に図示された蛍光手術用実体顕微鏡１の機能は、例えば以下のとおりである：
【００８０】
　第１照明装置２は、極めて幅広の波長領域の光（例えば白色光）を放射する。従ってこ
の波長領域は、適用時には観察対象野７の領域内の観察対象の組織内にあるべきその都度
の光増感剤(Photosensibilisator)のための励起波長領域も含んでいる。本実施形態にお
いて第１照明装置２の放出スペクトルは比較的広い（白色光スペクトル）ものとする。従
って励起フィルタ３を使わない場合には基本的に手術用顕微鏡照明が提供され、この照明
のもと外科医ないし利用者が観察対象野７内において手術を行う。蛍光励起時には、実質
的に主として狭帯域の励起光を通過させる励起フィルタ３が（第１照明光線路２０内へ）
挿入される。第１照明装置２がいずれにせよ殆ど専ら励起波長領域内の励起光だけを発す
るという選択的モードの時には励起フィルタ３を省略することもできる（場合により選択
的に取り外し可能に配設することもできる）。その際、そのような択一的な構成において
はいずれにせよ補助的な手術用顕微鏡照明が別個に配慮されているべきであり、例えば第
２照明光線路２２を介してである。しかしながら第１照明装置２が白色光源を有する場合
には本実施形態において第１照明装置２は、一方では励起フィルタ３を使わないときは手
術用顕微鏡照明のために用いられ、他方では励起フィルタ３を使うときは蛍光励起のため
に用いられることになる。
【００８１】
　第１照明装置２からの光は、照明光学系４により集束され、偏向プリズム５へ導かれ、
偏向プリズム５はこの光を偏向し、主対物レンズ６を介して観察対象野７上へ投射する。
【００８２】
　通常、観察対象野７内には、励起光を用いた照射のもと蛍光を発する区域（蛍光区域：
フルオレセンスエリア）が存在する。観察対象野７により反射された励起光は発光光（蛍
光）と共に主対物レンズ６と顕微鏡光学系８を介して更に導かれないし中間画像面上へ投
射される。この際、このようにして観察対象野７によりもたらされた（観察対象野７から
受光された）発光光及び反射光は、第１観察フィルタ９が主として蛍光波長領域内の発光
光を通過させ、励起波長領域内の反射光も部分的に通過させ、他の波長の光は大部分をフ
ィルタ除去するように第１観察フィルタ９によりフィルタリングされる。
【００８３】
　観察光線路２１の延在形式に従い、観察対象野７の光は、観察光線路２１内に配設され
た制御可能なスペクトル減衰(spektrale Abschwaechung)のための手段（補助的な観察フ
ィルタ１０ａ～１０ｃ）により、特に励起波長領域内において限定されて必要に応じ（こ
れらの手段（観察フィルタ１０ａ～１０ｃ）の選択又は設定により）更にフィルタリング
され、それにより発光光と反射光との間のコントラストが調節される。本実施形態におい
てこれらの手段は補助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃにより形成されている。これらの
観察フィルタ１０ａ～１０ｃは、図１において矢印で示唆されているように、必要に応じ
、励起波長領域内の光を減衰させ且つそのようにして中間画像面内へ投射される観察対象
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野の光のコントラストを目標を定めて変更するないし要求に適合させるためにオン作動又
はオフ作動（即ち着脱）することができる。第２観察フィルタ１０ａ～１０ｃがない場合
には周辺光（反射光）に対する蛍光区域（発光光）の相対的な可視度（視感度）は減少さ
れている。それに対し、第２観察フィルタないし複数の補助的な観察フィルタ１０ａ～１
０ｃがオン作動（即ち挿入）されている場合には観察対象野７により反射された励起光な
いし観察対象野７により反射された光が以前よりも強く吸収され、その結果、吸収されな
い発光光で光っている蛍光区域が相対的により強く際立ち、従って蛍光現象に対する相対
的な可視性が改善される。
【００８４】
　例示の観察光線路２１は、接眼レンズを備えた鏡胴２３を介し、非図示の観察者の非図
示の目へ観察対象野７の画像を結像する。補助的に観察光線路２１から、周知のように記
録出力部等を設けることもでき、該記録出力部には例えばビデオカメラを配設することが
できる。あるいはまた観察光線路２１は、例えばビデオ顕微鏡におけるように中間画像面
内に画像センサ（例えばＣＣＤセンサ、ＣＭＯＳセンサ等）を備えることもでき、該画像
センサは受信された中間画像を電子信号へ変換し、周知の方式により画面（ディスプレイ
）上に表示するないし電子的に更に処理する。
【００８５】
　そのような構成は、図４に図示した一実施形態から見ることができる。
【００８６】
　図４において象徴的に図示された顕微鏡１は、主対物レンズ６と、選択的に電気機械式
制御機構１００により観察光線路２１内へ挿入される第１観察フィルタ９とを含んで構成
されている。顕微鏡１は図１に従う構成と同様に少なくとも１つ、本実施形態では２つの
補助的な観察フィルタ１０を含んでいる。これらの観察フィルタ１０は電気機械式で駆動
ユニット１００を用い又は手動でも、測定に基づき又は利用者の設定要求に基づき、選択
的に又は同時に観察光線路２１内へ（スライド）挿入されるか、ないし観察光線路２１内
において作動（活性）状態とされる。
【００８７】
　図４において照明装置は図示されていないが、図１による照明装置に対応する照明装置
が設けられているものとする。
【００８８】
　既述のように、所定の励起光は、使用されている波長に応じ、光の強度が高すぎる場合
ないし光線量が高すぎる場合、観察者の目を傷つける可能性がある。通常、無害強度をも
ちＵＶ部分を伴わない青色励起光は、無害強度をもち赤外線部分（ＩＲ）の極めて僅かな
近赤外線領域（ＮＩＲ）からの赤色励起光と同様に目にとって問題ない。従って青色励起
光（腫瘍学において典型的なＡＬＡ蛍光）又は赤色励起光（血管造影法において典型的な
ＮＩＲ蛍光）は第１観察フィルタ９ないし補助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃにより、
観察光線路２１が図１に図示され且つ同様に図４にも図示されているように鏡胴２３と接
眼レンズを備えた目で見るための観察光線路において終端し、これらを通して蛍光手術用
実体顕微鏡１の利用者がのぞき見る場合にも、多少の差はあれともかくフィルタリングさ
れずに透過することができる。このような方式により比較的簡単な技術手段を用いて蛍光
区域の周辺の可視性の改善が可能となっている。
【００８９】
　しかしながらそれに対して図４では、補助的な分光器（ビームスプリッタ）２４が図示
されている。分光器２４は観察対象野７の画像を画像センサ１１上へ偏向する。画像セン
サ１１はビデオ画像処理ユニット４００と接続されており、ビデオ画像処理ユニット４０
０は、一方ではディスプレイ５００と接続されており、他方では制御ユニット（ＰＣ（パ
ーソナルコンピュータ）等）と接続されている。ディスプレイ５００は、周知のように第
三者用の観察のために用いることができ、また場合により、人間の目ではもはや感知され
ないが画像センサ１１では記録することのできる光波領域内の発光現象の観察のためにも
用いることができる。これらの発光現象は外部において、又は周知のように反射入射機構



(20) JP 2012-58732 A 2012.3.22

10

20

30

40

50

を用いて再度利用者に対して鏡胴２３内において可視化することも可能である。しかしな
がらディスプレイ５００は実質的に管理機能を有するであろう。
【００９０】
　制御ユニット２００は、駆動ユニット１００及び記憶及び／又は入力ユニット３００と
接続されている。記憶及び／又は入力ユニット３００は、一方では制御ユニット２００の
データないし設定内容の入力のために用いられ、他方ではディスプレイ５００との通信の
ために用いられる。記憶部（メモリ）には入力ユニット３００によりプログラミングされ
るかたちで、予め選択されたコントラスト設定内容を記憶させ、記憶部から必要に応じて
呼び出すことができる。
【００９１】
　画像センサ１１、ビデオ画像処理ユニット４００、制御ユニット２００、駆動ユニット
１００の本発明に従う主機能は、調整回路（フィードバック調整回路）により及び適切な
補助的な観察フィルタの（スライド）挿入により観察光線路２１内において自動的に最適
なコントラストを作ることである。
【００９２】
　励起光の強度が増加すると、或いは波長が小さくなる又は波長が大きくなると、利用者
の目に対する危険性が増加する（ライトハザード）、このことは、光強度が高い場合にも
蛍光手術用実体顕微鏡１の利用者の目に対する危険性を生じさせないためにフィルタ選択
時に考慮されなくてはならない。
【００９３】
　従って、励起光の「危険性」は、励起光の強度の他にその波長にも依存する。利用者の
目を有害光線から、特にＵＶ光線又はＩＲ光線から完全に守るためには、図１及び図４で
図示されているように鏡胴２３と接眼レンズを備えた目で見るための観察光線路の代わり
に専ら中間画像面内の画像センサを使用することができ、該画像センサは利用者の目と異
なり、一方では非可視光（例えばＩＲ（赤外線））を可視光へ変換することができ、他方
では高い光線強度にも比較的高いエネルギー光線にもさらすことができ、この際、画像セ
ンサ自体が害を受けることはない。この構成において利用者はディスプレイ（図４、５０
０を参照）を介して画像情報を得ることになり、従って有害光線から保護されている。
【００９４】
　励起光に対して追加し、観察対象野７を、第２照明装置１２を用いて他の光スペクトル
でも照射することができる。例えば第２照明装置１２は観察対象野７の自然色を際立たせ
るために白色照明装置として構成することができる。好ましくは第１照明装置２の光と第
２照明装置１２の光との間の比率は、周知のように（蛍光手術用実体顕微鏡 Leica FL400
を参照）変更可能であり、それにより観察対象野７内の蛍光区域も背景も所望どおりない
し最適な状態で可視とされる（見ることができる）。
【００９５】
　上記の蛍光手術用実体顕微鏡１は、単に例示としてとらえるべきである。勿論蛍光手術
用実体顕微鏡１は更に非図示の別の構成部材を含むことができ、例えばズームのような別
のレンズ系、又は光源からの光を減少させる虹彩絞り（アイリス絞り）のような光絞り等
である。更に励起フィルタ３は照明光線路ないし励起光線路の他の位置に配設することも
でき、例えば（照明光線方向で見て）照明光学系４の後又は偏向プリズム５の後である。
同様に第１観察フィルタ９及び補助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃも観察光線路の他の
位置に配設することができる。特に補助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃは観察光線路内
において（観察光線方向で見て）第１観察フィルタ９の前に配設することができる。
【００９６】
　また、補助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃのうちの幾つかを（観察光線方向で見て）
第１観察フィルタ９の前に配設し、残りの補助的な観察フィルタを第１観察フィルタ９の
後に配設することも可能である。更に本発明の基本思想を逸脱することなく光線路は任意
に偏向することができ、例えば人間工学的（動作工学的）に旋回可能な鏡胴等を介してで
ある。例えば偏向プリズムを観察光線路２１の中間部の中央に形成することにより、ない
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し図５に例示されているようにあるいは Leica FL400 におけるように主対物レンズ６に
対して中央に形成することにより、照明装置２及び１２の照明光線路を観察光線路２１と
実質的に平行に配向させることができる。偏向プリズム５及び１４の代わりに例えばミラ
ーを設けることもできる。このことに関して本発明では光学系において最もよく知られた
構成要素が用いられる。また第１観察フィルタ９と補助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃ
が上記のような形式によりセンサによる情報読取の場合には中間画像面の前に配設され、
直接的に目による情報読取の場合には接眼レンズの前に配設されているのであれば、光線
路２０、２１、２２の屈折要素又は偏向要素をいかに構成するかは本発明にとって重要な
ことではない。
【００９７】
　それに加え、補助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃは手動式で又は電動式で操作するこ
とができる。また補助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃはスライド挿入又は旋回挿入する
ことができる。
【００９８】
　あるいはまた観察フィルタ９、１０は、電気的に励起可能なＬＣＤフィルタ（液晶ディ
スプレイフィルタ）としても構成することができ、これらのＬＣＤフィルタは光線路内に
常時置かれており、必要な応じて活性化される。
【００９９】
　勿論、本発明の教示内容は、図示された蛍光手術用実体顕微鏡１だけに限らず、観察対
象野７の蛍光区域を識別するための他の装置にも適用可能であり、例えば内視鏡等に適用
可能である。
【０１００】
　図２ａ～２ｃは、蛍光手術用実体顕微鏡１内で使用されるスペクトル光学ユニット（例
えば照明装置及びフィルタ等）の様々なスペクトル延在曲線を示している。この際、横座
標には波長λが記入されており、縦座標には規格化された光線強度及びフィルタの透過度
θが記入されている。
【０１０１】
　第１照明装置２の放射スペクトルは、図２ａ～２ｃにおいて一点鎖線Ａで示されている
。本実施形態において放射された光の強度はほぼ４７０ｎｍ以降の波長λにおいて比較的
強く減少する。つまり典型的な青色光照明が用いられている。観察対象野７上へ照射され
る光のスペクトルを波長領域において更に限定するために第１照明装置２には図１に図示
されているように励起フィルタ３が後置されている。励起フィルタ３の透過度のスペクト
ル延在曲線（即ち励起フィルタ３の透過曲線又は透過特性曲線）が鎖線Ｂで示されている
。図面から見てとれるように励起フィルタ３は短波長励起波長領域において透過性である
。従って励起波長の光のうち短波長部分だけが蛍光励起のために使用される。第１照明装
置２からの光においてスペクトル的により長い波長部分は励起フィルタ３により吸収され
る。従ってこの波長部分は観察対象照明のためには使用されず、それに対し、前記短波長
部分が全て励起のために使用される。
【０１０２】
　更に図２ａ～２ｃには、第１観察フィルタ９の透過曲線Ｃ、並びに第２観察フィルタな
いし補助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃの各々の透過曲線Ｄａ～Ｄｃが示されている。
【０１０３】
　第２観察フィルタ１０ａ～１０ｃは異なるスペクトル透過度を有する。つまり透過曲線
Ｄａ～Ｄｃは横座標に沿って互いに相対的にスライドされている。従って異なる補助的な
観察フィルタ１０ａ～１０ｃは観察光線路２１内の可視光の異なるスペクトル限定をもた
らしてくれる。
【０１０４】
　更に図２ａ～２ｃには可視励起波長領域Ｅ（斜線部）が示されており、この可視励起波
長領域Ｅは励起フィルタ（曲線Ｂ）と第２観察フィルタ（曲線Ｄ）と照明装置（曲線Ａ）
との協働の結果、可視である。このことは、光であって観察対象野７により観察光線路２
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１内へ反射されるのであれば観察光線路２１内で感知することもできる光を意味している
。上記領域Ｅ以外の波長領域、即ち例えば４７０ｎｍ～５７０ｎｍの間の波長領域は第１
観察フィルタ（曲線Ｃ）により吸収されるので可視ではない（見ることはできない）。以
下に説明するように発光波長の周辺の領域Ｆだけが例外となる。補助的な観察フィルタ１
０ａ～１０ｃによる励起光のスペクトル的な遮断が少ないほど、観察対象からの反射光が
観察者に対してないし画像センサ１１に対しても多くなる。
【０１０５】
　また、蛍光波長領域Ｆはほぼ６００ｎｍのところの蛍光波長において示されており、こ
の蛍光波長の周辺において本実施形態では蛍光現象が発生する。
【０１０６】
　本実施形態において、観察者により感知可能な励起光Ｅのスペクトル分布と輝度強度は
使用されている第２観察フィルタ１０ａ～１０ｃに依存して減少しているが、発光光Ｆの
可視度（視感度）は一定である。このことが本発明に従うコントラストの調整可能性を明
らかにしている。本発明の特別な一実施形態によれば補助的な観察フィルタ１０ａ～１０
ｃとして簡単な色ガラスフィルタを使用することもできるので、補助的な観察フィルタ１
０ａ～１０ｃを用いた調整可能性のためのコストが低く抑えられる。
【０１０７】
　複数の補助的な観察フィルタ（補助フィルタ）１０ａ～１０ｃが同時に使用されると、
有効な透過曲線の傾斜に変更が生じ、それにより曲線の上昇勾配（上昇エッジ）が平坦化
される（勾配が緩やかにされる）。
【０１０８】
　本実施形態では、その都度、補助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃのうちの１つがオン
作動される（即ち該観察フィルタを使用状態にする、具体的には該観察フィルタを観察光
線路２１内へ挿入する）とし、それに従い、図２ａ～２ｃには各々の透過曲線（透過特性
曲線）Ｄａ～Ｄｃが示されている。つまり図２ａは透過特性曲線Ｄａを有する補助的な観
察フィルタ１０ａに関するグラフであり、図２ｂは透過特性曲線Ｄｂを有する補助的な観
察フィルタ１０ｂに関するグラフであり、図２ｃは透過特性曲線Ｄｃを有する補助的な観
察フィルタ１０ｃに関するグラフである。
【０１０９】
　観察対象野７へ入射する光は、実質的に照明装置のスペクトル特性により、そして励起
フィルタ３の吸収特性（曲線Ｂ）によりカットオフされ（切り取られ）て定義される。そ
れに対し、観察光線路２１内の感知可能な光、即ち観察対象野７から一度主対物レンズ６
を通って観察光線路２１内へ入射された最終的に感知可能な光は、上記のように第１観察
フィルタ９のフィルタ作用により、又は本発明に従って複数の補助的な観察フィルタ１０
ａ～１０ｃのうちの１つと第１観察フィルタ９との組み合わせにより定義される。図示さ
れた曲線から、この感知可能な光が本実施形態において短波長領域及び長波長領域から生
じており、それに対して中央領域は第１観察フィルタ９（曲線Ｃ）により吸収されること
が見てとれる。しかしながら長波長領域内では基本的に観察対象野７へ光は入射しないが
、その理由は、その光は励起フィルタ３（曲線Ｂ）により吸収されるか、ないし図示の実
施形態では第１照明装置２により初めから発生しない（曲線Ａ）ためである。
【０１１０】
　当業者にとって上記の記載内容から、フィルタの上記の組み合わせが本発明の限定とし
て扱われていないことは明らかである。各々のフィルタの修正は他の結果をもたらす。本
発明の本質の理解により、即ち補助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃが選択的に第１観察
フィルタ９を補助することにより、当業者にとって極めて異なる形態が可能となる。ＮＩ
Ｒ領域のためのフィルタの組み合わせは例えば鏡面的に反転した曲線状況をもたらすであ
ろう。また幾らか白色光が背景照明として可能とされる形態では中央波長領域内の第１観
察フィルタ９の透過曲線Ｃが幾らか持ち上げられ、光源２の放出スペクトルが更に右側へ
スライドされるであろう、等など。
【０１１１】
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　結果として図２ａは次のことを示している。即ち観察光線路２１内において、観察対象
野７により反射された又は発光された光は第１観察フィルタ９（フィルタ特性曲線Ｃ）並
びに第２観察フィルタ１０ａ（フィルタ特性曲線Ｄａ）によりフィルタリングされる。そ
れにより得られた曲線Ｅの下の可視スペクトルは斜線で示されており、発光曲線Ｆの下の
可視スペクトル（蛍光波長領域からの光）と比べて比較的強い(intensiv)が、フィルタ曲
線Ｄａによるカットオフ(Beschneiden)を伴わない場合よりも強度は小さい。発光曲線Ｆ
の下の発光光は第１観察フィルタ９と第２観察フィルタ１０ａを妨害されずに透過する。
従ってこの発光光は観察者にとって完全に可視である（見ることができる）。
【０１１２】
　結果として図２ｂは、第２観察フィルタ１０ａの代わりに他のフィルタ特性曲線Ｄｂを
有する第２観察フィルタ１０ｂがオン作動（挿入）されている変更された状況を示してい
る。それによると観察対象野７により反射された光のスペクトルは更に強く吸収される（
結果として得られるスペクトルが曲線Ｅの下において再び斜線で示されている）。従って
励起波長領域からの反射光は蛍光波長領域内の光に対して相対的に減衰され、それに対し
、蛍光現象の発光光は図２ａのように曲線Ｆの下にあって依然として妨害されずに透過す
る。従って蛍光手術用実体顕微鏡１の利用者は蛍光区域を相対的により強く感知できるが
、その代償として可視周辺部は相対的により弱い感知となる。本発明に従い、観察対象自
体における実際の照明状況ないし励起状況（励起光のスペクトル分布及び励起光の強度）
は不変であることが重要である。このことは従来技術から公知のシステムに対する根本的
な差異である。その結果、蛍光現象の発生のための励起状況を最適化することができ、そ
れにもかかわらず利用者ないし外科医は自身のその都度の要求に従い、観察対象野からの
発光光と反射光との間のコントラストを調節することができる。
【０１１３】
　最後に図２ｃは、補助的な観察フィルタ１０ａ又は１０ｂの代わりにフィルタ特性曲線
Ｄｃを有する第２観察フィルタ１０ｃがオン作動（挿入）されている三番目の状況を示し
ている。それによると観察対象野７により反射された光のスペクトルは短波長領域におい
て図２ｂの状況におけるよりも更に強くフィルタリングされる（結果として得られるスペ
クトルが曲線Ｅの下において再び斜線で示されており、一段と幅狭となっている）。従っ
て励起波長領域内の反射光は蛍光波長領域内の光に対して更に強く減衰ないしスペクトル
的に限定される。従って蛍光手術用実体顕微鏡１の利用者は蛍光区域を比較的更に強く識
別できるが、その代償として可視周辺部ないし背景は比較的更に弱い識別となる。
【０１１４】
　従って、図２ａ～２ｃから容易に見てとれるように、感知可能な周辺照明ないし背景照
明、ないし背景光は、右方向への横座標に沿った補助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃの
フィルタ特性曲線Ｄのスライドが増えるに従い、主観的に感知可能な輝度も、客観的なス
ペクトル構成も変更させる。つまり第２観察フィルタ１０ａ（図２ａ）において可視の光
スペクトルは青紫色から青色を介して青緑色に至るまでの混合により形成され、それに対
し、例えば第２観察フィルタ１０ｃ（図２ｃ）において可視の光スペクトルは青緑色の方
向へスライドされたスペクトルを含んでいる。
【０１１５】
　図３ａは、図２ａ～２ｃにおいて示された状況に極めて類似する変更状況を示している
が、本発明のこの変形形態では励起波長領域内において同じ透過特性を有し且つ個別に又
は同時に観察光線路２１内へ挿入することのできる例えば３つの補助的な観察フィルタ１
０ａ～１０ｃが設けられている。図３ａには例えば１つだけの透過曲線Ｄｄが示されてお
り、この透過曲線Ｄｄは図２ａ～２ｃに従う各々の曲線Ｄａ～Ｄｃと比べると上昇勾配が
明らかに小さく、短波長光の領域内の透過度も高くなっている。
【０１１６】
　その都度有効なフィルタリングの程度ないし透過度（トランスミッション）は、補助的
な観察フィルタ１０ａ～１０ｃの１つ又は複数と第１観察フィルタ９とのその都度の加算
により決められる。
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【０１１７】
　観察光線路２１内において、観察対象野７により反射された光は第１観察フィルタ９（
フィルタ特性曲線Ｃ）並びに第２観察フィルタ１０ａ（図３による設計の場合にはフィル
タ特性曲線Ｄｄ）によりフィルタリングされる。それにより得られたスペクトルは図３ａ
では曲線Ｅ下（可視励起波長領域）において再び斜線で示されている。図３ａでは第２観
察フィルタ１０ａだけによる減衰が示されている。更に別の第２観察フィルタ１０ｂ及び
１０ｃがオン作動（挿入）されると（同様にフィルタ特性Ｄｄを有する）、その際には反
射光のスペクトルは確かにスペクトル的に同じに留まるが、このスペクトルの強度は減少
される。しかしながら図２ａ～２ｃによる実施形態のもとでのようにより長い波長λへの
スペクトルのスライドは行われない。
【０１１８】
　従って上記実施形態では、観察者にとって調整時に背景光の異なる色感知が観察される
のではなく、蛍光現象のその都度の不変の可視発光光強度に対する強度減少だけが観察さ
れる。それにより同様にコントラストが変更される。
【０１１９】
　図３ｂから、曲線Ｄｄを適切に下降させるないし曲線Ｄｄの上昇勾配を増加させる同一
構成の２つの第２観察フィルタを備えた状況をみることができる。
【０１２０】
　図３ａ、３ｂにおける構成において、短波長励起波長領域内の可視領域（曲線Ｅ）はＵ
Ｖ光方向において抑制されていないことを注目すべきである。従ってそこでは短波長の（
観察者の目にとって有害な（ライトハザード）光）も観察光線路内において案内される。
その結果、この形態は鏡胴と接眼レンズを用いた目による観察にはむしろ適しているとは
言えず、従って図４に図示された、画像センサ１１（この際、実体鏡胴（ステレオチュー
ブ）２３は伴わない）を用いた写真光学的ないしビデオ技術的な観察モードが条件とされ
れいる。
【０１２１】
　本発明の特別な一形態によれば、図４に例示されているように全てのフィルタ、即ち励
起フィルタ３、照明フィルタ、観察フィルタ９、１０は、電気機械式（駆動ユニット１０
０）で各々の光線路２０、２１、２２に対して着脱（取り付け及び取り外し）することが
でき、この際、駆動ユニット１００の制御のためには制御ユニット２００が設けられてお
り、制御ユニット２００は入力ユニット３００を介してプログラミング可能であり、好ま
しくは例えば記憶ユニット内に予め設定されておりライトハザードを減少させるための安
全用設定値（安全用セッティング）を使用することのできる状態にある。従ってここでは
調整回路（フィードバック調整回路）を介して完全自動式でプログラミング可能なライト
ハザード用の安全用設定値がプログラミング可能である。これらの安全用設定値は、使用
者自身が自分のために又は自分の目のために不利な設定内容を被らないことをもたらす。
【０１２２】
　あるいはまた勿論、上記の全ての観察フィルタに対して補助的に、鏡胴内に固定で組み
込まれるＵＶフィルタ等を組み込むこともでき、それによりライトハザードが適切に回避
される。このことは全観察スペクトル（図３ａ、３ｂ内の曲線Ｅ）内において曲線Ｅの強
度の減少に対応するであろう。それにより曲線Ｅは、図２ａ～２ｃ内の曲線Ｅの勾配（エ
ッジ）の１つにほぼ対応する初期勾配をもつであろう。従って観察光線路２１のこのよう
な一変形形態は目視観察にとっては有利であろうが、蛍光現象の発光光とＵＶ近傍領域内
の背景の反射光との間のコントラストを観察することができない可能性があるため、ビデ
オ支援式の観察にとっても同時に短所を伴うことになるだろう。従って観察者に対して特
に短波長光により改善された構造情報を提供する所定の表面は、場合により最適な状態で
は感知されないことがある。従ってこの際、利用者は正しい妥協点を見い出さなくてはな
らない。本発明の基本的な教示内容のおかげで利用者には上記のように様々な方式が提供
されている。
【０１２３】
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　図１に図示された第２照明装置１２が追加的にオン（点灯）とされると、図２ａ～２ｃ
並びに図３ａ、３ｂに図示されたスペクトルないし波長領域には追加的に第２照明装置１
２のスペクトルが重ね合わされる。この第２照明装置１２が白色光を放出するとした場合
、この白色光は、図２ａ～２ｃ並びに図３ａ、３ｂに図示されたグラフにおいて曲線Ａの
右部分の上昇をもって表せるであろう。勿論この白色光には同様に第１観察フィルタ９並
びに、使用状況に応じ、補助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃが作用する。従って白色光
を強すぎない程度でスペクトル的に吸収するためには、例えば第１観察フィルタ９（吸収
特性曲線Ｃ）が中央の波長領域において完全に吸収を行うのではなく、中央の波長領域に
おいても光の一部分を通過させるという構成が考えられる。もっともこのような措置には
図２に従う補助的な観察フィルタ１０ａ～１０ｃが影響を及ぼすことはないだろう。つま
り中央の波長領域内の照明光の感知可能性は発光光（Ｆ）に比肩しむしろ一定に留まるで
あろう。しかしながら図３ａ、３ｂに従う構成ではこのスペクトル領域もその可視性（視
感性）において調整されるであろう（蛍光現象の発光光に対する相対的なコントラスト適
合）。
【０１２４】
　好ましくは、第１観察フィルタ９は干渉フィルタとして形成される。更に好ましくは第
２観察フィルタ１０ａ～１０ｃは材料において着色されたフィルタ（色ガラスフィルタ又
は色プラスチックフィルタ）として形成される。従って第２観察フィルタ１０ａ～１０ｃ
は第１観察フィルタ９よりも遥かに少ない製造コストで済む。
【０１２５】
　最後に、本発明に従う蛍光手術用実体顕微鏡１の上記の実施形態は多種多様な可能性か
らの一部分を提示しているにすぎず、本発明の適用領域を限定するために援用されるべき
ではないことを指摘する。勿論上記の実施形態は任意に組み合わせたり変更したりするこ
とができる。例えば図２ａ～２ｃ並びに図３ａ、３ｂからの教示内容を、例えば透過曲線
Ｄａ～Ｄｃ及びＤｄを有する第２観察フィルタ１０ａ～１０ｃを組み合わせることにより
組み合わせることができる。
【０１２６】
　別個の第１観察フィルタ９と第２観察フィルタ１０ａ～１０ｃの代わりに、組み合わさ
れた唯一のフィルタを使用することもでき、該フィルタは例えば（第２フィルタの機能の
ための）材料において着色されたガラスを有する（第１観察フィルタの機能のための）干
渉フィルタとして構成することもできる。例えばそのために第１観察フィルタ９の透過曲
線Ｃは、第１コンビネーションフィルタを得るために第２観察フィルタ１０ａの透過曲線
Ｄａと組み合わされる。勿論この際には本発明に従い、少なくとも２つの異なるコンビネ
ーション観察フィルタ９を設けなくてはならない。同じように例えば第１観察フィルタ９
の透過曲線Ｃを、第２コンビネーションフィルタを得るために第２観察フィルタ１０ｂの
透過曲線Ｄｂと組み合わせることができるであろう。
【０１２７】
　当業者にとって、上記考察内容に基づき、本発明の保護範囲を逸脱することなく本発明
を当業者の要求に適合させることは容易であると認められる。それに加え、図面に図示さ
れた装置の部材は、独立発明のための基礎を形成することができることも指摘しておく。
既述のように本発明は蛍光手術用実体顕微鏡だけに限定されるものではないことを特に指
摘しておく。本発明の技術的な基本思想は蛍光手術用実体顕微鏡構造以外でも有効に適用
することができる。本願の請求項において及びそれに付随する本明細書の部分において「
蛍光手術用実体顕微鏡」との記載は単に「顕微鏡又は拡大装置」とも読めるものとする。
つまり本発明は、例えば上記特許文献５に従うようなルーペメガネ（ここでは観察フィル
タ（６）に対して補助的に本発明に従って第２観察フィルタ１０が組み込まれるであろう
）なども含んでおり、ただしそれらのルーペメガネがその特別な形態に基づいて選択的に
蛍光観察及び／又は手術のために用いられる場合にである。従って本願の特許請求項では
広い範囲が請求されている。特別な場合として本発明にはモノスコーピック拡大装置も含
まれる（例えば内視鏡におけるもの）。因みに蛍光手術用実体顕微鏡は、公知のごとく例
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えば生物学や、例えば鉱物学や法医学等の技術分野においても適用可能である。
【０１２８】
　あるいはまた励起フィルタ３の選択的な交換において、手術用顕微鏡照明の改善のため
に用いられる照明フィルタを設けることもできる。そのような照明フィルタは必要に応じ
て第２照明装置の前にも設けることができる。
【０１２９】
　特許請求項１１～１５の特徴は、これらの特許請求項以前の特許請求項の特徴と相互に
依存し、手術用顕微鏡のための適用可能性の最適化のためのものである。これらの適用可
能性は既述のように照明の最適化に従事しているので、これらの適用可能性により、観察
対象野７が最適の状態で照明ないし励起され、それにより第１観察フィルタ９と第２観察
フィルタ１０によるコントラスト選択が最適の状態となりえることを保証することができ
る。
【０１３０】
　尚、本発明の全開示（特許請求の範囲及び図面を含む）の枠内において、更にその基本
的技術思想に基づいて、実施例ないし実施形態の変更、調整が可能である。また、本発明
の特許請求の範囲の枠内において種々の開示要素の多様な組み合わせないし選択が可能で
ある。即ち、本発明は、特許請求の範囲及び図面を含む全開示、技術的思想に従って当業
者であればなし得るであろう各種変形、修正を含むことは勿論である。
【符号の説明】
【０１３１】
１　　　　唯一の観察光線路２１を有する蛍光手術用実体顕微鏡（模式図）
２　　　　第１照明装置
３　　　　励起フィルタ
４　　　　照明光学系
５　　　　第１偏向プリズム
６　　　　主対物レンズ
７　　　　検査ないし観察すべき観察対象ないし観察対象野
８　　　　顕微鏡光学系、例えばズーム等
９　　　　観察光線路２１内の第１観察フィルタ
１０ａ、１０ｂ、１０ｃ　　観察光線路２１内の第２観察フィルタ
１１　　　画像センサ
１２　　　第２照明装置（純粋な手術照明用）又は補助的な第２照明装置（手術照明の増
加のため又は励起照明の増加のため又は背景照明の増加のため）
１３　　　第２照明装置１２のための第２照明光学系
１４　　　第２照明光線路２２のための第２偏向プリズム
２０　　　第１照明光線路
２１　　　観察光線路
２２　　　択一的な第２照明光線路（純粋な手術照明用）又は補助的な第２照明光線路（
手術照明の増加のため又は励起照明の増加のため又は背景照明の増加のため）
２３　　　実体鏡胴（ステレオチューブ）
２４　　　分光器（ビームスプリッタ）
２５　　　フィルタ制御のためのハンドスイッチ
２６　　　フィルタ制御のためのフットスイッチ
２７　　　通信ラインないし制御ライン
１００　　駆動ユニット、電動式、電気機械式、手動式
２００　　制御ユニット、例えばＰＣ（パーソナルコンピュータ等）
３００　　記憶ユニット（メモリユニット）、入力ユニット
４００　　ビデオ画像処理ユニット
５００　　ディスプレイ
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Ａ　　　　第１照明装置２の発光スペクトルの曲線
Ｂ　　　　励起フィルタ３の透過曲線ないし透過特性曲線
Ｃ　　　　第１観察フィルタ９の透過曲線ないし透過特性曲線
Ｄａ、Ｄｂ、Ｄｃ、Ｄｄ　　第２観察フィルタ１０の透過曲線ないし透過特性曲線
Ｅ　　　　反射された可視励起波長領域の曲線
Ｆ　　　　発光された可視蛍光波長領域（蛍光現象の発光光）の曲線

【図１】 【図２】
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